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生下時に哺乳障害があると水分・栄養不足に陥
ることが懸念され輸液を含む代替栄養が検討され
る｡ 改善に長時間を要することが懸念される場合

は持続的経鼻経管栄養法 (���������������
�������������������以下 !") が考慮される｡
成長途上で傷病が進行し, 哺乳や離乳食の摂食嚥
下障害を生じる場合もある｡ いずれにおいても,
摂食嚥下リハビリテーション (以下リハ) の開始
が必要となるが, 急性期病院では受け皿となるリ
ハ体制が必ずしも十分とは言えない｡ 当座のリハ
は急性期病院で開始されていたとしても, 本格的
なリハとなると, そこを退院してから小児リハ専
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キーワード：摂食嚥下リハビリテーション, 乳児期, !6 7,
経口転帰, 間欠的経口経管栄養法
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新生児期～乳児期の摂食段階にあった摂食嚥下障害児85例 (われわれ-9例, この内:例
は!6 7での開始例, これらに時岡の既報+)例を加えたもの) の摂食嚥下リハビリテー
ション (以下リハ) 後の経口転帰について検討した｡ 95;<％の症例で摂食嚥下機能は向上
し, 9-;8％の症例で経口が享受できるようになり, 経管栄養であった-9例中8.;9％で全量
経口可能となり経管が離脱できた｡ !6 7からの開始例では口唇口腔過敏性が生じておら
ず早期リハ開始の意義が伺えた｡ 安全かつ有効なリハの遂行には児基準での摂食嚥下スク
リーニングテスト法の確立, チューブ飲み嚥下訓練, 訓練効果のある代替栄養として間欠
的経口経管栄養法 (6= ) の導入が必要と考えられた｡ 咽頭期が障害され胃瘻または
 !"で管理している重症例では, 胃排出能低下に続発する胃食道逆流症, 誤嚥性肺炎の
予防・管理, プラトーと訓練継続の要否の判断が課題となる｡
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